
議論の進め方について 
 
 
○ 特定健康診査・特定保健指導を実施するに当たり、現場で活用されている

「標準的な健診・保健指導プログラム（改訂版）」（平成 25 年４月厚生労働省

健康局。以下「プログラム」という。）を見直すため、プログラムの項目毎に

論点を整理して検討する。 
 
１ 特定健康診査・特定保健指導の満たすべき要件 
 
○ 第１回健康診査等専門委員会における参考人からの発表内容等を踏まえ

て、諸外国での健康診査等の要件も参考としつつ、我が国における特定健

康診査・特定保健指導の満たすべき要件を整理する。 
 
２ 特定健康診査の健診項目等について 
 
 ○ 特定健康診査の健診項目や特定保健指導対象者の選定と階層化について、

基本的考え方を整理し、具体的な健診項目、質問項目や健診項目の判定値

等についてどのような方法で検討するかについて整理する。 
 
３ 個別の特定健康診査の健診項目等の見直し 
 
 ○ 個別の特定健康診査の健診項目等の見直しについて、厚生労働科学研究

及び様々な文献等による知見を踏まえて、上記１による要件をどの程度満

たすものかどうか、科学的な評価を行う。 
 
４ 特定健康診査・特定保健指導の評価 
 
 ○ 特定健康診査では、個々の検査の対象とする健康事象もしくは検出可能

な危険因子に対する感度・特異度などの精度の評価だけでなく、検査群と

してのプログラムの有効性や特定保健指導を含めたシステム全体を通じて

目的の達成度などの有効性・安全性・効率性も評価する必要があり、これ

までの知見に加え、厚生労働科学研究補助金による研究班等を活用して、

最新の科学的知見に基づき検討する。 
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第１回健康診査等専門委員会及び 
第１回特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会の概要 

 
Ⅰ 健康診査等の在り方について 
 
１．健診・検診の考え方について 
 
◎ 健診は主に将来の疾患のリスクを確認する検査群であり、検診は主に現在の

疾患自体を確認する検査群である。 
 
○ 健診は必ずしも疾患自体を確認するものではないが、健康づくりの観点か

ら経時的に値を把握することが望ましい検査群であり、検診は主に疾患自体

を確認するための検査群である。 
○ 健診において行われる検査項目の一部は、測定値等により疾患リスクの確

認と疾患自体の確認の両方の性質を持つ。 
 
２．評価の考え方について 
 
◎ 健康診査等の対象者や対象疾患を検討するに際し、健康診査等が満たすべ

き要件を整理するとともに、プログラムとしての評価を行う必要がある。 
 
○ 特定健康診査等の主に将来の疾患のリスクを確認する検査群では、リスク

の蓄積を阻止するための保健指導等の介入方法も含めてプログラムとして捉

える必要がある。 
○ 健康診査等の対象者や対象疾患は有病率や社会的負担を考慮して検討する

が望ましい。 
○ 健康診査等に関する新たな知見は日々変化していくため、定期的に評価し

見直すことが望ましい。 
 
 
Ⅱ 特定健康診査・特定保健指導の在り方について 
 
３．特定健康診査・特定保健指導の在り方について 
 
◎ 特定健康診査・特定保健指導を生活習慣病対策の一部と捉える必要がある。 
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○ 特定健康診査・特定保健指導は、生活習慣病の上流の概念としての肥満に

着目し保健指導を行う制度である。 
○ 一方で、内臓脂肪型肥満は３０歳代から始まることが知られており、前期

高齢者では低栄養に伴うフレイル・サルコペニアが増加する。内臓脂肪型肥

満だけでなく、非肥満者も含めて生活習慣病全体に光を当てた議論を行う必

要がある。 
○ 高齢化による疾病構造の変化等を踏まえた特定健康診査・特定保健指導の

在り方が検討されることが望ましい。 
○ 父母に対する生活習慣病対策は、家庭を通じて小児期からの生活習慣の形

成や地域の健康づくりに資するという視点も大切である。 
 
４．健診項目や保健指導対象者の選定と階層化等の見直しについて 
 
◎ 科学的エビデンスに基づき検討することを原則とし、現時点でエビデンス

が不十分なものは、可能な範囲で演繹的に検討していく必要がある。 
 
○ アウトカムを明確にし、効果的な保健指導を検討することが重要である。 
○ 健診項目は疾患のリスクや疾患自体の発見だけでなく、個人の健康管理に

資する項目が含まれることも大切である。 
○ 適切な実施頻度に関しても検討を行うことが必要である。 
○ 保健指導対象者の選定と階層化は保健指導の実施可能性を含めて検討する

必要がある。 
○ 特に保健指導は実施主体により対象集団に特徴があることを踏まえて検討

を行う必要がある。 
 
５．特定健康診査・特定保健指導の評価について 
 
◎ 特定健康診査による将来の疾患のリスクや現在の疾患自体の確認に対する

評価のみならず、システム全体としての評価を行うことが重要である。 
 
○  費用対効果も含めて評価を行う必要がある。 
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今後のスケジュール 

 

健康診査等指針（※）の趣旨を踏まえて、健康診査等専門委員会においては、 

それぞれの健康増進事業実施者が適切な健康増進事業の実施を検討する際に 

参考とするため、健診のあり方や健診項目に関するエビデンスを収集・分析 

結果を取りまとめる。 

特定健診・特定保健指導に関するエビデンスの収集・分析等については、 

技術的な事項であるため、「特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する 

検討会」を開催し検討を行う。 

※健康増進事業者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成 16 年厚生労働省告示第 242 号) 

 

 

 

健康診査等専門委員会          特定健康診査・特定保健指導の 

在り方に関する検討会 

                    

 第１回（平成 27 年 11 月 18 日） 

 健診・検診の考え方について 

 評価の考え方について 

 

                       第１回（平成 28 年 1 月 8 日） 

                       (保険局検討会と合同開催) 

                       特定健康診査・特定保健指導に 

関する検討体制について  等 

 

                       第２回（平成 28 年 1 月 19 日） 

                       特定健康診査・特定保健指導の 

                        満たすべき要件について 

                       特定健康診査の健診項目等について 

                       今後の議論の進め方について 等 

 

                       第３回（平成 28 年 2 月） 

                       特定健診の健診項目について 

                        脂質 

肝機能 

                        代謝系          等 
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 第２回（平成 28 年 2 月） 

 健康診査等の満たすべき要件について 

 その他 

 

                       第４回（平成 28 年 3 月） 

                       特定健診の健診項目について 

                        尿腎機能 

                        詳細な健診       等 

 

                       第５回（平成 28 年 4 月） 

                       特定健診の健診項目について 

                        腹囲 

                        その他 

↓（以降、定期的に開催） 

                       第６回（平成 28 年 5 月） 

                       標準的な質問項目について 

                       その他                  

 

                       第７回（平成 28 年 5 月） 

                       これまでの検討の総括 

                       プログラムとしての評価について 

                       その他 

 

                       第８回（平成 28 年半ば） 

                       (保険局検討会と合同開催)                 

                       中間とりまとめ 

平成 28 年半ば 

   中間取りまとめ 

   （検討会の内容を反映） 

 

      ↓                               ↓（以降、定期的に開催 

主に特定保健指導について検討） 

 

平成 29 年半ば                平成 29 年半ば 

   報告書まとめ              (保険局検討会と合同開催)   

   ･･･指針等の見直し            最終とりまとめ 

･･･標準的な健診・保健指導プロ 

グラム【改訂版】の見直し 
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